
地区計画ガイド ③本八幡駅北口地区 
 

地区計画の目標 
 

本地区は、ＪＲ本八幡駅と京成八幡駅

との間に位置し、市街地再開発事業によ

り土地の高度利用及び商業・業務施設の

集積が見込まれる地区です。 

 地区計画により、商業地として適正か

つ合理的な土地利用を促進し、良好な市

街地の形成・保持に努めることを目指し

ます。 
 
 
 
 
 
 

用途地域等による規制に、 

次の規制が上乗せされます。 

F 建築物の 

建築面積の 

最低限度 

G 壁面の位置 

の制限 

A 建築物等の用途の制限 

J 建築物等の高さ 

の最低限度 

区域図 

JR 本八幡駅 

JR 総武本線 

都市計画道路 3･4･21 号 

京成八幡駅 

都市計画道路 3･5･1 号 

※地区計画に併せて高度利用地区の指定により、建ぺい率の

最高限度・容積率の最高限度・容積率の最低限度等が定め

られています。 
K 建築物の形態 

又は色彩その他 

の意匠の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地区計画の概要 

位 置 市川市八幡３丁目の一部 （約 1.4ｈａ） 

土地利用の方針 商業・業務施設の集積と土地の高度利用を図る。 

地
区
整
備
計
画 

地区施設 公共空地：公共通路（幅員 4ｍ・延長 173ｍ） 

A 建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物は建築できません。 

①都市計画道路に面する３階以下の部分を住宅の用に供するもの（出入

口、階段等の避難施設は除く） 

②３階以下の部分を寄宿舎又は下宿の用に供するもの（出入口、階段等の

避難施設は除く） 

③工場（建築基準法施行令第 130 条の 6 に規定するものを除く） 

④倉庫（上記に掲げる建築物以外の建築物に付属するものを除く） 

F 建築物の建築 

面積の最低限度 
200 ㎡ ※ 

G 壁面の位置の 

制限 

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2ｍを超える門若しくはへ

いの面から道路境界線までの後退距離は１ｍ以上（一部は１階部分を2

ｍ以上）離すこと。（壁面の位置の制限図参照）※ 

J 建築物等の高さ 

の最低限度 
9ｍ※ 

K 建築物の形態又

は色彩その他の

意匠の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、街並みに調和した色調と

する。 

※ 公益上必要と認められる場合は除きます。 

 この表は地区計画の概略を示したものです。詳細については、本市のホームページをご覧いた

だくか都市計画課までお問い合わせください。 

 地区計画区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築又は工作物の建設、建築物等の用

途の変更を行う場合には、都市計画法第 58 条の 2 の規定に基づく届出が必要となります。 

 その他、高度利用地区の指定により、建ぺい率の最高限度・容積率の最高限度・容積率の最低

限度等が定められています。 

【高度利用地区による制限】      

・・・指定建ぺい率や壁面の位置を 

制限し、容積率を緩和しています。 

  

建ぺい率の最高限度 70％ 

容積率の最高限度 550％ 

容積率の最低限度 200％ 

建築面積の最低限度 200 ㎡ 

壁面の位置の制限 地区計画と同じ 

平成 2 年 3 月 27 日決定 

（最終変更：平成 8 年 10 月 1 日） 



   地区整備計画の説明 

A 建築物等の用途の制限 

機能的で魅力ある都市空間を形成し、地域住民及び駅利用者の利便性の向上を図ることを目

的として、商業・業務施設の連続性を確保するため、建築物の用途の制限を定めています。 
 

F 建築物の建築面積の最低限度 

市街地再開発事業と併せて、建築物の敷地の統合の促進と小規模建築物の建築を抑制するこ

とにより、地区内に有効な空地を確保し、安全性・防災性の向上を図るため、建築物の建築面

積の最低限度を定めています。 
 

G 壁面の位置の制限 

商業業務施設利用者の歩行者空間や、オープン 
スペースを確保するため、また災害時の円滑な避難、 
救援活動等防災・安全の向上を図るため、壁面の 
位置の制限を定めています。 

壁面の位置の制限の対象となるものは、 
①建築物の外壁、建築物の外壁に代わる柱 
②高さ 2ｍを超える門、へい  

です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 建築物等の高さの最低限度 

商業・業務地として良好な都市景観を形成するため、建築物の高さの最低限度を定めていま

す。 

道路境界線

1ｍ

2ｍ

道路境界線

1ｍ

2ｍ

１階部分 2ｍの壁面後退イメージ 

建築物
隣
地
境
界
線

道
路
境
界
線

隣地境界線

道路境界線

建築物
隣
地
境
界
線

道
路
境
界
線

隣地境界線

道路境界線

店先空地として確保 

ベランダ、バルコニー、屋外階段、開放廊下、袖壁、出窓その他これらに類し、建築面積に算入さ

れないもので、部分的かつ小規模なものと判断されるものについては、制限の対象となりません。 

《ベランダ・バルコニー・屋外階段等》 

歩行者空間を確保すること、災害時の円滑な避難、救

援活動を可能にすることを目的のひとつとしているた

め、建築設備（受水槽、キュービクル等）、工作物等は、

壁面の位置の制限を受ける場所には極力配置しないよ

うお願いします。また、本制限の対象とならないベラ

ンダ、バルコニー、屋外階段、開放廊下、袖壁、出窓

等の建築物の部分についても歩行者空間の妨げとなる

形態、位置への配置は極力しないようお願いします。 



K 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 
都市の美観風致の維持・増進を図り、環境悪化を防止するため、市川市では建築物の外壁つ

いて制限を定めています。色彩については、市川市景観計画の色彩基準を参考にしてください。 

 

 

《壁面の位置の制限図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他、詳細については市川市都市計画課にお問い合わせください。 

（平成 23年 5月作成） 

 

都市計画道路 3･5･1 号 

（１階部分） 

公共空地 

都市計画道路 3･4･21 号 

（平成 25年 9月修正） 

(平成 28年 4月修正) 

 


